
 
 

永野地区社会福祉協議会会則  

 

（名称および事務所の所在地） 

第１条  本会は、永野地区社会議協議会（以下、「社協」という）と称し、事務所を会長宅に置く。 

 

（目 的） 

第２条 社協は、永野連合町内会区域内における、地域の社会福祉を増進することを目的とする。なお、

社協を政党及び宗教活動等に利用する一切の行為を禁止する。 

 

（事業内容） 

第３条 社協は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

 (1) 社会福祉に関する調査、対策ならびに事業の計画実施 

 (2) 社会福祉に関する普及啓発 

 (3) 社会福祉関係団体との連絡調整と活動の促進 

  (4) 社会福祉に関する研修 

  (5) 社会福祉に関する各種募金活動への協力 

  (6) その他、前条の目的達成に必要な事業 

 

（会 員） 

第４条 社協は、次に掲げる団体および機関等の会員をもって組織する。 

   連合町内会、民生委員児童委員（民児協）、赤十字奉仕団、青少年指導員、スポーツ推進委員、

保健活動推進員、シルバークラブ、女性部、学校、ＰＴＡ、ボランティアグループ、子供会、友愛活

動員、防火防犯関係団体、消費生活推進員、環境事業推進委員、商店会、医療機関、その他社

会福祉に関係する者 

 

（役 員） 

第５条 社協に次の役員を置く。 

会長 １名、副会長 若干名、会計監査 ２名、事務局長 １名、福祉ネットワーク担当 １名、会計 

１名、理事（自治会・町内会の代表者各１名） 

 

（役員の選出）  

第６条 会長、副会長、会計監査、事務局長および会計は、運営委員会で選出する。 

  ２ 理事は、原則として自治会、町内会代表者をもってあてるが、必要に応じて社協役員経験者また

は社会福祉関係団体役員経験者を、これにあてることができる。 

  ３ 社協には、会長が指名した顧問および相談役を置くことができる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、社協を代表して、会務を統括する。 

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

  ３ 理事は、社協の事業を補佐し、是正することが出来る。 

  ４ 会計監査は、会計を監査する。 

  ５ 事務局長は、社協運営の庶務を担当する。 

  ６ 会計は、会計事務を担当する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 



 
 

  ２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（理事会） 

第９条 理事会は、会長が招集し議長となる。 

  ２ 第４条の会員は、会長の要請に応じて、理事会に出席し意見を述べることができる。 

 

（総 会） 

第１０条 総会は、会長が招集し、第４条の会員が参加し開会する。 

  ２ 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

  ３ 総会は次の事項を審議する。 

   (1) 社協の運営及び第２条の目的を達成するための基本方針に関すること 

   (2) 事業計画および予算案 

   (3) 事業報告および決算 

   (4) 会則の改定 

   (5) 役員の改選 

(6) 会長が必要と認めた事項 

 

（総会の運営） 

第１１条 総会の議長は、理事の中より選任する。 

   ２ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

 

（部会等の設置） 

第１２条 社協には、運営委員会を設置し、その他必要に応じて部会または委員会を設置することができ

る。 

 

（経 費） 

第１３条 社協の経費は、交付金、賛助金および寄付金等による。 

   ２ 社協に、基金を設けることができる。 

 

（会計年度） 

第１４条 社協の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（会則の準用） 

第１５条 本会則に規定されていない事項については、理事会において協議して決める。 

 

（会則の変更） 

第１６条 本会則を変更しようとするときは、総会出席者の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 

付 則 

    本会則は、平成元年５月１４日から施行する。 

改廃記録 

１．平成元年５月１４日 制定 

２．平成２７年５月２３日 第５．６．７条会計追加・第８条（三役会）削除 

             会議を「常任理事会」と「総会」とし、条文整理 

３． 平成２9 年５月 1３日 条文整理、改訂 

４． 令和５年５月２０日  第４条 女性部名称変更 第５条 副会長人数変更、福祉ネットワーク担当追加 

           第 11 条 議長の選任の「運営委員会に於いて」を削除   


